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｢給与応援Super/Lite Ver.H1７.2｣で対応予定の内容についてご案内致します。 

1．データの利用について 
データ移行保証バージョン・・・Ver.H17.1＊以降 

上記のバージョンからデータ移行が可能です。 

＜上記以外のバージョンをお使いの場合＞ 

バージョンアップの際にデータが正常に変換できない可能性があります。変換ができない場合はデータを新たに

入れ直してお使いいただくことになります。変換後のデータをよくお確かめいただきご利用ください。 

2．法改正の内容とシステムの対応について 
システムに関係する法改正の内容は次のとおりです。 

■標準報酬の支払基礎日数の変更 

平成18年7月1日以降、健康保険および厚生年金保険の標準報酬月額算定（改定）時の支払基礎日
数が、20日から17日に変更されます。 

・算定基礎届（7月10日提出期限分） 
4 月、5 月、6 月のうち、支払基礎日数が 17 日以上の月の合計を合算し、その月数で割った
額を平均額とします。 
ただし、パートタイマーの被保険者であってすべての算定基礎月の支払基礎日数が17日未満の
場合は、15日以上の月の合計を合算し、その月数で割った額を平均額とします。 

・月額変更届（7月以降改定分から） 
変動月から 3 カ月分の支払基礎日数が 17 日以上であることが該当者の条件になります。 

●システムでは、次の対応を予定しています。 

算定基礎届における一般の被保険者の算定方法および月額変更届の計算方法については
Ver.H17.10で対応済みです。今回のVer.H17.20では、新たに情報が公開された算定基礎届
におけるパートタイマーの被保険者の算定方法について追加で対応いたします。 

（1） 被保険者区分の追加 
「(健・厚)算定基礎届(225)」の画面に「被保険者区分」を追加し、一般被保険者かパート

扱いかを選択できるようにします。 

（2）パート扱いの計算 
「被保険者区分」がパート扱いと設定されている場合、次の処理を行います。 
・支払基礎日数が 17 日以上の月の合計を合算し、その月数で割った額を平均額とします。 
ただし、すべての算定基礎月の支払基礎日数が 17 日未満の場合は、15 日以上の月の合
計を合算し、その月数で割った額を平均額とします。 

・備考欄に「パート」と表示・印刷します。 

・FD申請チェックリスト（エラーチェック）に表示される文言を変更します。 

■仕様チェックプログラムのバージョンアップ 

支払基礎日数の変更に対応した「届書作成プログラム（Ver4.0）」および「仕様チェックプログ
ラム（Ver4.0）」が、6月15日に社会保険庁のホームページに公開される予定です。 
7月以降は旧バージョンのプログラムが使用できなくなります。 
このため、弊社給与システムで作成するFD申請用のデータにつきましても、新しい「仕様チェッ
クプログラム」で提出ができるよう、プログラム対応が必要になる可能性があります。 

●システムでは、次の対応を予定しています。 

6月15日に公開される仕様チェックプログラムで申請ができるように対応します。 
現時点では仕様が公開されていないため、プログラム対応の要否は不明です。 
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■配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書の様式変更  給与応援Superのみ 
5月の会社法の適用に合わせて、国税庁のホームページに「配当、剰余金の分配及び基金利息の支
払調書」および「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」の新しい様式が公開されま
した。 
新しい様式は会社法が適用される平成18年5月1日以後の配当より使用するよう指導が出ていま
すが、税務署に配布される時期は国税局単位に異なるため、旧様式の提出も認められています。 
 
主な変更箇所は次のとおりです。 

 

（1）配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 

・「事業年度」欄が「基準日」欄に変更されました。 
「基準日」欄には、その支払の確定した配当等（無記名の株式の配当等については、その支払
をした配当等）の支払にかかる基準日を記載します。また、括弧内には、直前に支払をした配
当等の支払にかかる基準日を記載します。 

・「元本の所有者」欄が削除されました。 
 

【変更前】 【変更後】 
事 業 年 度  基  準  日  

自   年   月   日 

至   年   月   日 
 

    年   月   日 

（   年   月   日） 

 

 元本の 

 所有者 
 住所（居所）

 又は所在地 
 （摘要） 

 

 （摘要） 

 

→ 

 

 

（2）配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表 

・支払調書と同様に「事業年度」欄が「基準日」欄に変更されました。 
 

【変更前】 【変更後】 

事 業 年 度
 自   ．   ．   

 至   ．   ．   
基  準  日

    ．   ． 

（   ．   ．   ）

支払確定年月日  

→

支払確定年月日  

 

・「源泉分離選択課税分」の欄が削除されました。 
 

【変更前】 【変更後】 

一 般 分  課 税 分  課 

税 

分 
源泉分離 

選択課税分 
 

居住者
又は内
国法人
に支払
うもの

非 課 税 分  

居住者 

又は内 

国法人 

に支払 

うもの 非 課 税 分  一 般 分  

一 般 分  

課

税

分 軽 減 分  

源泉分離 

選択課税分 
 

→ 非居住

者又は

外国法

人に支

払うも

の 
非課税又は 

免 税 分 
 

課

税

分 

軽 減 分   

非居住 

者又は 

外国法 

人に支 

払うも 

の 非課税又は 

免 税 分 
 

 

 

・「この調書について応答できる者」が「この調書について応答できる方」に変わりました。 
・「１株(口)当たり配当(分配)金額」の旧と新の順序が上下入れ替わりました。 

・処理事項欄に「通信日付印」の欄が追加されました。（税務署処理欄） 

●システムでは、次の対応を予定しています。 

画面および印刷フォームを新様式に変更します。合わせて、「配当(分配)金額」欄の「内」の字を削
除します。（税務署用紙にはすでになく、システムのみ印字が残っていたため。） 
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3．Ver.H17.10を使用しての算定について 

支払基礎日数の改正のうち、パート扱いの方を除く部分の計算につきましては、平成17年度版

Ver.H17.10で対応済みです。したがって、パート扱いの特例計算を適用する方がいない会社では、

Ver.H17.10を使用して算定基礎届を作成することもできます。 

ただしFD申請をされる場合は、新しい仕様チェックプログラムで処理するために、給与のプログ

ラムもVer.H17.20にバージョンアップが必要になる可能性があります。現時点では仕様が公開さ

れていないため、Ver.H17.10で作成した申請データが新しい仕様チェックプログラムで処理でき

るかどうかは、不明です。情報が明らかになりましたら、再度ご案内いたします。 

４．動作環境 

動作環境 詳     細 

基本ソフト Microsoft® Windows®98/NT(SP4 以上)/Me/XP/2000/Windows® Server™2003 ※1 

CPU 

Windows® Windows® 98／Windows NT®：Pentium 100 MHz 以上(233 MHz 以上を推奨)
Windows® Me／Windows® 2000：PentiumⅡ 以上(400 MHz 以上を推奨) 
Windows® XP：PentiumⅡ 400MHz 以上(PentiumⅢ 500 MHz 以上を推奨) 
Windows® Server™ 2003：550 MHz 以上(1 GHz 以上を推奨) 

メモリ 

Windows® 98／Windows NT®：32 MB 以上（64 MB 以上を推奨） 
Windows® Me：64 MB 以上（128 MB 以上を推奨） 
Windows® 2000 Professional：64 MB 以上（128 MB 以上を推奨） 
Windows ®XP／Windows® 2000 Server：128 MB 以上（256 MB 以上を推奨） 
Windows® Server™ 2003：256 MB 以上（512 MB 以上を推奨） 

ディスプレイ 

（解像度） 

1024×768（小さいフォント）を推奨（Windows XP の場合は「標準のフォント」） 

※大きいフォントでは正常に表示できません。 

表示色：High Color(16 ビット)以上推奨 

HDD 
スタンドアロン版：86MB以上 

ネットワーク版：サーバ32MB以上、クライアント60MB以上 

プリンタ 
上記対応OSで使用可能なレーザープリンタ・インクジェットプリンタ 

複写能力5枚以上で136桁の印刷ができるドットプリンタ (EPSON製VPシリーズ) 

※1  Windows® Server™ 2003は、ネットワーク版のサーバとしてのみ使用可能です。 
     その際、ネットワーク基本パックも、Windows® Server™ 2003に対応している Ver2.2

をご使用頂く必要があります。 
    Windows® Server™ 2003をサーバとする場合のクライアントOSは、Windows® XPか

Windows® 2000 Professionalのみとなりますので、ご了承ください。 
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５．プロダクトIDについて(給与応援Superスタンドアロン版) 
プログラムのセットアップ(インストール)時にプロダクトＩＤを入力していただきます。プロダクトＩＤは

製品固有の24桁の数字で、同一のプロダクトＩＤは存在しません。1つの製品を複数のコンピュータに

セットアップされた場合、2台目以降では、別のプロダクトＩＤを入力されるまでプログラムの起動が

できなくなります。プロダクトIDが記載されたラベルは、CD-ROMのケース(ライセンス商品の場合はラ

イセンス使用許諾証またはプロダクトIDのご案内ハガキ)に貼られます。詳細は改版商品に同梱のご案

内(手順書)をご参照ください。 

ライセンス商品のご案内 

｢応援シリーズ｣で、同一プログラム(スタンドアロン版)を複数本使用される場合、２本目以降の

ライセンス商品(及び年間プログラム保守契約)を割安価格でご用意しています。 

■ライセンス商品はこんなときに最適です。 

①企業又は会計事務所内において、複数台のパソコンで使用する場合 

②本社以外の出先拠点(支社、営業所等)において使用する場合 

③会計事務所において、在宅処理や外出先処理(モバイル用途)等の所外で使用する場合 

④学校等の教育用途として使用する場合 

 

 

 
 

【著作権･使用許諾契約について】プログラムを使用するには、著作権法及び使用権許諾契約により、１台の

コンピュータにつき１ライセンスの使用許諾が必要です。  


